
申請を行う前に
「いばらき賃上げ支援金支給要網」を必ずご確認ください

お問い合わせ先

　いばらき賃上げ支援事業事務局
　〒310-0803
　茨城県水戸市城南２丁目１０－６　ガーデンズ水戸１階
　MAIL：info@chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp
　TEL：050-3385-8075
　受付時間：09:00～17:00（土・日・祝日を除く）

　・受付時間外、土日祝日の問い合わせはご遠慮ください。
　・多くの個人情報を扱う為、事務局を訪問しての申請書提出や相談は
　　ご遠慮いただいております。

郵送申請マニュアル
１１月２８日版
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１　いばらき賃上げ支援金　募集要項

申請を行う前に必ずご一読ください。

１ 目的
労働力不足と物価高騰が依然として中小企業の事業経営に影響を与える中、物価上昇を上回る賃上げ
を促進し、本県経済の持続的な成長を図るため、大幅な賃上げを実施する中小企業等を支援

２ 支援金概要

(１) 支給対象事業者

　法人の場合

　ア　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者の
　 範囲で事業を営む者であって、法人税法（昭和40年法律第34号）第２条に規定する
　法人のうち、公益法人等※１、協同組合等※１及び普通法人に該当し、次の（ア）
　から（ク）の全ての要件に該当するもの

　(ア) 県内に本社若しくは主たる事業所があること、又は県内に支店若しくは営業所等
　    の事業所があること。ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されて
　　いる者を除く。
　(イ) 県内の事業所に常時使用する労働者※２を１人以上雇用していること。
　(ウ) 茨城県税に未納がないこと。
　(エ) 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による
　　不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
　(オ) 過去５年間に重大な法令違反等がないこと。
　(カ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）
　　第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
　(キ) 茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から同条第３号
　　に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び
　　暴力団員が実質的に関与していないこと。
　(ク) 会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）等
　 に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

※１ 次の①から⑦のいずれかに該当するものは除く。

①構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
②特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的
　とするもの
③特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者（後援会等）
④茨城県及び県内市町村の行政連携団体
⑤法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている
　法人等
⑥みなし大企業
⑦公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者

※２ 常時使用する労働者とは、労働基準法第20条の規定に基づく
「予め解雇の予告を必要とする者」とし、以下①から④に該当しない者とする。

①会社役員、個人事業主
②日々雇い入れられる者
③２ヶ月以内の期間を定めて使用される者 
④季節的業務に４ヶ月以内の期間を定めて使用される者 
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１　いばらき賃上げ支援金　募集要項

申請を行う前に必ずご一読ください。

【中小企業基本法第 2条第1項に掲げる中小企業者】

 個人事業主の場合

　イ　茨城県内税務署へ開業届を提出している個人事業主
　　　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者の
　　　範囲で事業を営む者であって、前のページ「２支援金概要-（１）支給対象
　　　事業者-ア」の（イ）から（ク）の全ての要件に該当するもの

(２) 支給要件
【賃上げ支援コース】
　①賃上げの対象時期
　　２０２５年４月１日から２０２５年１０月１１日まで
　　※申請は1事業者につき1度のみとなります。
　②賃上げ対象労働者
　　県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
　　※ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
　③賃上げ額
　 （ア）対象時期において、１時間当たりの賃金が １，００５円～１，０１０円
　　　※以内の労働者の賃金を３５円以上引き上げていること
　 （イ）申請時点において、事業所内の全ての労働者の１時間当たりの賃金が
　　　１，０４０円以上であること
　 （ウ）引上げ後の賃金水準を１年間継続すること
　・支給額
　　正規雇用労働者１人あたり５万円／非正規雇用労働者１人あたり３万円
　・ 支給上限
　　１事業所あたり最大５０万円
　・ 申請受付期間
　　２０２５年６月２日（月）から２０２６年１月３０日（金）
　　※ 申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合がございます。

【地域賃上げ加算支援コース】
　①賃上げの対象時期
　　２０２５年４月１日から２０２５年１０月１２日まで
　　※申請は1事業者につき1度のみとなります。
　②賃上げ対象労働者
　　県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
　　※ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
　③賃上げ額
　 （ア）対象時期において、１時間当たりの賃金が １，０６８円以下の労働者の賃金を
　　１，０７４円以上に引き上げること　※茨城県最低賃金１，０７４円
　 （イ）引上げ後の賃金水準を１年間継続すること
　・ 支給額
　　正規雇用労働者１人あたり５，０００円／非正規雇用労働者１人あたり３，０００円
　・支給上限
　　支給額　上限なし
　・ 申請受付期間
　　２０２５年１１月１３日（木）から２０２６年１月３０日（金）
　　※ 申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合がございます。
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１　いばらき賃上げ支援金　募集要項

申請を行う前に必ずご一読ください。

３ 申請方法
　下記の申請書類を郵送申請により、いばらき賃上げ支援事業事務局（以下「事務局」
　 という。）まで申請（提出）してください。
　
(１) 申請書類
　①様式第１号（法人）または様式第２号（個人事業主）
　②支給対象労働者に係る賃金改定後の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
　③支給対象労働者の賃金台帳の写し（賃金改定月及び賃金改定前月分）
　④法人：履歴事項全部証明書（申請日から3か月以内のもの）
　    個人事業主：直近の確定申告書の写し（第一表・第二表）
　⑤様式第３号（支給対象労働者一覧）
　⑥参考様式（全労働者賃金一覧）
　⑦支援金振込先の口座に関する情報（金融機関名・口座番号・名義人等）
　　がわかる書類（預金通帳の写し等）
　⑧口座振替依頼書または口座振替依頼書兼委任状（申請者の名義と
　　振込先口座名義が異なる場合）
　⑨その他支援金・補助金の申請がある場合
　（公的機関から人件費を含む運営補助等を受けている場合は支給内容のわかる要綱など） 

(２)郵送申請
　　

※振込までの期間は、申請書類の不備等の状況や、申請が混雑している時期など
において、さらに期間を要する場合がありますので、予めご了承ください。

所定の申請用紙に必要事項を記入 (又は入力 )

　　提出書類を同封の上郵送

　〒310-0803
　茨城県水戸市城南２ー１０ー６　ガーデンズ水戸１階
　「いばらき賃上げ支援事業事務局」宛

郵
送
で
申
請

申請完了

申請書類の受理から給付金の振込までは
１ヵ月半から２ヵ月を予定しています

入力終了・申請

送付先
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１　いばらき賃上げ支援金　募集要項

申請を行う前に必ずご一読ください。

４ 支援金支給までの流れ（申請受付後）  
　(１) 収受通知
　　申請のあった申請者に対して、郵送申請では、事務局から速やかにメールに
　　より到着確認通知（手動）をお送りいたします。
　(２) 審査
　　申請書類について、事務局及び県で審査を行い、記載内容に不備がある場合には、
　　事務局から申請者に架電又はメール等により再提出の依頼や修正依頼を行います。
　(３) 支給決定・不支給決定
　　審査の結果、適当と認められた場合は、申請者に対し事務局からいばらき賃上げ
　　支援金支給決定通知書（様式第４号。以下「支給決定通知書」という。）
　　を送付します。
　　なお、審査の結果、支給要件を満たしていないと判断した場合は、申請者に対し
　　事務局からいばらき賃上げ支援金不支給決定通知書（様式第５号）を送付します。
　(４) 振込
　　支給決定通知を送付した申請者に対して、速やかに振込を行います。
　　なお、申請者の銀行口座情報に不備がある場合は、申請者に対して事務局から
　　修正確認、銀行口座情報の再提出依頼を行います。
　　下記の申請書類を、オンライン申請により、事務局まで申請してください。

5 留意事項
　(１) 申請書類の保管
　　申請者は、支援金の支給後においても、支給決定通知書を５年間保存するとともに、
　　労働基準法第109条に基づき保存している書類のうち支援金の申請に関わる書類に
　　ついて、知事から提出を求められた場合には、速やかに提出するものとします。

　(２) 調査等
　　知事は、支援金の支給に関し、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を
　　求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことがあります。
　(３) 支給決定の取消及び返還請求
　　知事は、申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、支援金額確定の取消、
　　支援金の返還請求を行います。

【労働基準法第109条（記録の保存）】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係
に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

6 問い合わせ先

【いばらき賃上げ支援事業事務局】

電話：050-3385-8075 （平日9：00～17：00 土・日・祝日を除く )
メール：info@chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp

5



 ２　郵送申請　申請書記入例

様式第１号

申請日(記載日)を記載

本様式は法人の方のみ記載いただく様式です。
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本社が県外にあり、その  
支店や工場が県内にある際、  
県外含めた労働者数を記入

平日昼間に 
事務局と連絡が 
取れる番号を記載

支給審査に必要となります  
記載をお願いします。

 ２　郵送申請　申請書記入例

様式第１号

申請者情報を記入  
※漏れなく記入を 
　お願いします。 

本様式は法人の方のみ記載いただく様式です。
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内容を必ずご一読いただきすべての欄にチェック をしてください。  
すべての制約と同意が得られない場合、支援金の支給はできません。

 ２　郵送申請　申請書記入例

様式第１号 本様式は法人の方のみ記載いただく様式です。
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 ２　郵送申請　申請書記入例

様式第２号

申請日(記載日)を記載

本様式は個人事業主の方のみ記載 いただく様式です。
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様式第２号

 ２　郵送申請　申請書記入例

本様式は個人事業主の方のみ記載 いただく様式です。

申請者情報を記入  
※漏れなく記入を 
　お願いします。 

本社が県外にあり、その  
支店や工場が県内にある際、  
県外含めた労働者数を記入

平日昼間に 
事務局と連絡が 
取れる番号を記載

支給審査に必要となります  
記載をお願いします。
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様式第２号

 ２　郵送申請　申請書記入例

本様式は個人事業主の方のみ記載 いただく様式です。

内容を必ずご一読いただきすべての欄にチェック をしてください。  
すべての制約と同意が得られない場合、支援金の支給はできません。
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 ３　郵送申請　添付書類

添付書類① 
支給対象労働者に係る 賃金改定後の労働条
件通知書の写し又は雇用契約書の写し

添付書類② 
対象労働者に係る賃金台帳の写し  
（賃金改定月及び賃金改定月の前月分 ）  

前月 賃上げ月

添付書類③ 
履歴事項全部証明書（法人の場合） 
直近の確定申告書の写し（個人事業主の場合） 

添付書類④ 
様式第３号（支給対象労働者一覧）

添付書類⑥ 
振込先の口座に関する情報が分かる書類  
預金通帳の写し等

【当座、ネットバンキングをご利用されている皆様へ】  
①当座の場合→小切手帳又は取引照合表の写しを提出してください。  
(取引部分は黒塗り)  
②ネットバンキングの場合→銀行名、口座番号、口座名義等が分かる  
Web上の照会ページ等のスクリーンショットを提出してください。  

添付書類⑤
参考様式（全労働者賃金一覧）
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申請日(記載日)を記載

申請者情報を記入  
※漏れなく記入をお願いします。  

本様式は法人の方、個人事業主の方、共通の様式 です。 
申請者（法人名又は代表者）と振込口座名義が異なる場合「口座振替依頼書
兼委任状」の提出が必要です。  

添付書類⑦ 
口座振替依頼書

振込先口座情報を通帳に記載してある  
とおりに「正確に」記載願います。  
※漏れなく記入をお願いします。  

 ３　郵送申請　添付書類
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受任者情報を記入  
※漏れなく記入をお願いします。  
　捺印の必要無し  

申請日(記載日)を記載

申請者の印鑑（代表者印）を捺印ください　※法人印は不可

申請者情報を記入  
※漏れなく記入をお願いします。  

振込先口座情報を通帳に記載してある  
とおりに「正確に」記載願います。  
※漏れなく記入をお願いします。  

本様式は法人の方、個人事業主の方、共通の様式 です。 
申請者（法人名又は代表者）と振込口座名義が異なる場合「口座振替依頼書
兼委任状」の提出が必要です。  

添付書類⑦ 
口座振替依頼書兼委任状

 ３　郵送申請　添付書類
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組織コード表　一覧

口座振替依頼書の  
「組織コード」の欄に  
　記載をお願いします  

「前につく」「後につく」  
　コードの番号が変わります  
　のでご注意お願いします  

個人事業主の 
組織コード「３８０」  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郵送物チェックリスト（郵送する書類の一番上に同封願います）

※封筒に入れたら確認欄に☑してください。 

事業所名： 

 ご担当者氏名：

※法人又は個人でご用意する書類が異なります。ご注意ください。 
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